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公益財団法人福岡県生活衛生営業指導センター

福岡市博多区千代１－２－４ 

T E L  092-651-5115   

F A X  092-651-5147 

令和４年度第１回通常理事会を開催 

５月１９日、生活衛生食品会館会議室で、令和４年度第１回通常

理事会を開催しました。会議には、新井理事長、井手口副理事長、

井上専務理事をはじめ、理事、監事が出席。新井理事長のあいさつ

の後、事務局長が、令和３年度の事業報告及び収支決算報告を行

いました。審議の結果、出席理事全員一致で承認可決されました。 

席上、坂本理事より衛生水準の向上・推進月間の取組みについ

て、事務局長より経営支援緊急対策事業の取組について説明しまし

た。コロナ禍の影響で厳しい状況にある生衛業者が抱える経営課題

を解決するための経営支援緊急対策事業について、今後、各組合

において組合員への周知徹底を行い、利用促進を図ることになりま

した。 

令和４年度定時評議員会を開催 

評議員会は、当センターの議決機関で、現在１７名の評議員で構

成されています。 

６月８日、生活衛生食品会館会議室で、令和４年度定時評議員会

を開催しました。新井理事長のあいさつの後、事務局長が、令和３年

度の事業報告及び収支決算報告を行いました。審議の結果、出席評

議員全員一致で承認可決されました。 

 

「今、困っていること」を専門家に相談しませんか 

〇 こんなお悩みありませんか 

   国の補助金を利用したいと思うけど、申請の方法がわからない 

   日本政策金融公庫の利用の方法を教えてほしい 

   売上を増やす方策について専門家にアドバイスを受けたい など 

〇 生活衛生営業の方のお困りごとを解決するため、中小企業診断士、 

社会保険労務士などの専門家がお店に伺いご相談をお受けします。 

  補助金の申請については、申請書の作成の方法から申請の方法まで、

しっかりサポートします。 

〇 相談は無料です。 

〇 詳しくは、当センターのホームページをご覧いただくか、お電話で 

お問い合わせください（☎ 092-651-5115 担当：坂本、澤田）。 

経 営 支 援 緊 急 対 策 事 業 の ご 案 内 

 
ホームページ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ な た の 街 の 身 近 な 相 談 相 手 

―経営特別相談員をご紹介します― 

経営特別相談員は、県知事から委嘱を受けて、生活衛生関係の営業者の皆様に対

して、経営全般に関する相談・指導を行う方です。福岡県では現在、３８名の経営特別

相談員が委嘱されています。金融、税務、労務などについて相談されたいことがあれ

ば、お気軽にご相談ください。詳しくは、各生活衛生同業組合におたずねください。 

 

 

 

 

業　 種 氏　　   名 地　　域 業　 種 氏　　   名 地　　域 業　 種 氏　　   名 地　　域

髙  木　信  之 北九州市 公衆浴場 木  附　 大  陸 福岡市 飲食業 大  野　   　剛 朝倉市

山  下　邦　義 北九州市 旅館ホテル 富 安  信 一 郎 柳川市 八  城   敬  展 田川市

中  山   繁  樹 田川市 倉  八   啓  壽 久留米市 迎      数   代 北九州市

吉  田　 眞  生 福岡市 佐  藤   滋  信 福岡市 青 栁  美 知 子 福岡市

樋  口 　知  之 福岡市 佐  藤   忠  夫 直方市 宮  本   直  子 北九州市

萩  元   清  彦 北九州市 大  越   秀  男 うきは市 児  嶋  美 希 子 福岡市

水  田　　   一 田川郡 岩 男  菊 二 郎 北九州市 原  田   耕  治 北九州市

増  江   美  道 福岡市 小 薄  菜 穂 子 福岡市 虎  清   宏  一 北九州市

佐  藤 　利  郎 大牟田市 磯  﨑　　 　学 福岡市 吉  田   勝  義 筑後市

小  田　 亮  介 福岡市 徳  永   久  樹 大牟田市 西  田       優 北九州市

中  村   利  行 糸島市 二  宮   武  彦 みやま市 阪  本   浩  生 福岡市

森 若  宗 一 郎 京都郡 梅  根 　真  美 福岡市 食鳥肉販売業 西  田　 正  和 大野城市

松  熊　 啓  治 筑後市 松  野　 康  雄 大川市 （敬称略）

すし商

食　 肉
飲食業

社交飲食
理　　容

美　　容

クリーニング

料理業

〇 令和４年度の税務研修会を開催します。開催日及び

会場は下記のとおりです。 

〇 テーマは「税制改正の状況及び今年度の留意点」で、

講師は各地区で活躍されている税理士の先生です。 

〇 税務研修会終了後、地区相談会を開催します。 

〇 詳しくは、当センターのホームページをご覧ください。 

 

〇 各地で開催される食品衛生責任者養成講習会、食

中毒予防講習会の会場で、相談コーナーを設置し、融

資、税務、衛生などのご相談をお受けしております。 

〇 令和４年７～９月の地区相談会の開催予定は次のと

おりです。詳しくは、当センターのホームページをご覧

ください。 

 

地区相談会を開催します 
（７～９月の開催予定） 

令和４年度税務研修会 
開催日程が決まりました 

 

会場 講師 時間

9月5日 (月) 粕屋保健福祉事務所　中会議室 村瀬 正則　税理士 13：30～14：30

9月12日 (月) 南筑後保健所　第3会議室 塩塚　  修　税理士 13：30～14：30

9月26日 (月) 嘉穂・鞍手保健所　大会議室 藤井 正博　税理士 13：30～14：30

10月3日 (月) 日本政策金融公庫　北九州支店 芳賀　  博　税理士 13：00～14：00

10月17日 (月) クラウンパレス北九州 芳賀　  博　税理士 13：00～14：00

10月24日 (月) ホテルニュープラザ久留米 長谷 広信　税理士 13：00～14：00

　■　税務研修会

開催日

ＴＡＸ 

時間

7月15日 (金) 豊前市総合福祉センター 豊前市吉木９５５ 　9：30～16：15

7月19日 (火) おりなす八女 八女市本町602-1 13：15～16：15

7月20日 (水) 添田町オークホール 添田町大字庄952 13：15～16：15

7月22日 (金) 田川青少年文化ホール 田川市平松町3-36 12：30～13：30

7月26日 (火) 春日クローバーホール 春日市原町3-1-7 13：15～16：15

7月27日 (水) サンレイクかすや 粕屋町駕与丁1-6-1 12：30～13：30

8月9日 (火) 久留米地域職業訓練センター 久留米市東相川5-9-10 12：30～13：30

8月17日 (水) 宗像ユリックス 宗像市久原400 12：30～13：30

8月18日 (木) ワークピア大川 大川市小保614-6 13：15～16：15

9月2日 (金) 久留米地域職業訓練センター 久留米市東相川5-9-10 12：30～13：30

9月8日 (木) 飯塚研究開発センター 飯塚市川津680-41 12：30～13：30

9月13日 (火) 筑後商工会議所 筑後市和泉118-1 12：30～13：30

9月21日 (水) 田川青少年文化ホール 田川市平松町3-36 12：30～13：30

9月27日 (火) ピーポート甘木 朝倉市菩提寺412-2 12：30～13：30

9月28日 (水) サンレイクかすや 粕屋町駕与丁1-6-1 12：30～13：30

　■　食品衛生責任者養成講習会・食中毒予防講習会

開催日 会場



 

 

 

 

 

お客様に技術の確かさと安心をアピール 

―クリーニング師研修・クリーニング従事者講習のご案内― 

令和４年度のクリーニング師研修、クリーニング従事者講習を、下記のとおり実施します。いずれも福岡県知事から
指定を受けて当センターが実施するもので、クリーニング業法により３年に１回の受講が義務付けられています。 
クリーニングの技術は日々進歩しており、研修や講習を受講することで、最新の技術や知識を身につけることができ

ます。受講された方には修了証書と修了済ステッカーを交付します。それらを店頭に掲示することで、お客様に対して
安心・安全のセールスポイントをアピールすることができます。 
詳しくは当センターのホームページをご覧ください。 

クリーニング師研修のご案内 
 

クリーニング師研修は次の要領で実施します。 

 

１ 研修の方法 

 ・Ⅰ型（研修会場において座学形式で行う） 

 ・Ⅱ型（通信制の研修で課題提出あり） 

   ※Ⅱ型は受付開始 7/20、受付締切 9/15、 

    課題提出締切 11/10（必着）です。 

 

２ 研修会（Ⅰ型）の開催日と会場 

 

 

 ３ 研修の科目 

  ①衛生法規及び公衆衛生     1時間 

  ②洗濯物の受取、保管及び引渡し 1時間 

  ③洗濯物の処理         1時間 

  ④繊維及び繊維製品       1時間 

 

 ４ 受講料    5,000円 

 

 ５ 受講対象のクリーニング師の方には、勤

務先のクリーニング店にご案内を通知して

おります。 

クリーニング従事者講習のご案内 
 

クリーニング従事者講習は次の要領で実施します。 

 

１ 講習の方法 

 ・Ⅰ型（講習会場において座学形式で行う） 

 ・Ⅱ型（通信制の講習で課題提出あり） 

     ※Ⅱ型は受付開始 7/20、受付締切 9/15、 

    課題提出締切 11/10（必着）です。 

 

２ 講習会（Ⅰ型）の開催日と会場 

 

 

 ３ 講習の科目 

  ①衛生法規及び公衆衛生     1時間 

  ②洗濯物の受取、保管及び引渡し 1時間 

  ③洗濯物の処理         1時間 

  ④繊維及び繊維製品       1時間 

 

 ４ 受講料    4,500円 

 

 ５ 受講対象となるクリーニング店には、個

別にご案内を通知しております。 

会　場 定員 会 場 所 在 地

令和4年9月11日 （日） パークサイドビル 30人
北九州市小倉北区
堺町1-6-13

令和4年10月2日 （日） 福岡生活衛生食品会館 70人
福岡市博多区千代
1-2-4

開 催 日

会　場 定員 会 場 所 在 地

令和4年9月25日 （日） パークサイドビル 30人
北九州市小倉北区
堺町1-6-13

令和4年9月30日 （金） 福岡生活衛生食品会館 70人
福岡市博多区千代
1-2-4

開 催 日



 

 

 

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受けている生活衛生営業の皆様に対して、国や福岡県は各種支援策を行って

います。支援策利用に際して、当センターでは、専門家を派遣する「出前相談」により、営業者の皆様をサポートします。 

 

 

 

 

 

 

自動洗髪機の導入により効率化を実現 

理容室 Hair Hunch （那珂川市） 

ハンツ 
 JR博多南駅の近くで、理容室「Hair Hunch」を営んで

いる尾上洋介さん。平成１９年に現在地で開業し、以来

１５年間にわたって地域の人たちに親しまれています。 

 お客様から相談を受けながら、ゆっくりと時間をかけ

て、きめ細かなサービスを提供するというのが、当店の

開業以来の経営スタイルです。 

 尾上さんは、コロナ禍の中で、感染のリスクを減らす

ために、予約制の導入と消毒の徹底を図ることにしまし

たが、そのために手間と時間が取られることが増えてし

まいました。そこで施術自体を何とか効率化できないか

と考え、「自動洗髪機」を導入することにしました。 

尾上さんは、自動洗髪機の導入について、理容組合

に相談。すると、組合の支部長から、国の補助金である

「持続化補助金（低感染リスク型）」の活用と、当センタ

ーが行っている「出前相談」の利用を勧められました。 

 

尾上さんから当センターに相談があり、専門家として

原田和泉中小企業診断士を派遣しました。お店を訪問

し、経営全般と今回の設備導入についてアドバイスを

行うとともに、補助金の申請方法、事業計画書の作成

についてもアドバイスしました。２回にわたる訪問、さら

にメールによるやり取りを行い、事業計画書が完成。申

請を行った結果、補助金の交付が採択されました。 

 ３年１０月に自動洗髪機を設置。お客様からは、「水

流が思った以上に強く、気持ちがいい」、「マッサージ効

果で頭と身体が軽くなった」と、 

好評です。洗髪が自動化され 

たことで、その時間を使って器 

具や待合椅子の消毒ができ 

るなど、当初の狙いであった 

効率化が実現しました。 

店主・尾上さんの話 
 

  自動洗髪機の導入を考えていたとき、理容組合から「出前相談」のチラシをもら
いました。それまで専門家というと、敷居が高く、少し抵抗があったのですが、組
合からの紹介ということでハードルが下がり、指導センターに相談しました。中小
企業診断士の原田先生からは、いろいろと具体的なアドバイスをいただき、持続化
補助金も無事採択されました。申請に必要な事業計画書を作成する中で、自分自身
の事業への思い、自身の強み、そしてこれから取り組みたいことが明らかになり、
それらを言葉にすることができました。それが最大の成果だったように思います。 

支援制度名 制度内容・条件等 

小規模企業持続化補助金 ・小規模企業の方が行う、販路開拓、生産性向上のための取組を支援するため、50 万円
（通常枠）～200 万円（特別枠）を補助するものです。 

・新たな販売先を開拓するための、機械装置の購入、新商品・新サービスを紹介するチ
ラシの作成、ウエブサイトやＥＣサイトの構築、展示会・商談会の出展料などにご利
用いただけます。 

事業再構築補助金 ・コロナ以前と比べて売上高が 10％以上減少している方が対象です。 
・新分野展開、業態転換、事業転換、業種転換、事業再編の取組を通じて、思い切った

事業再構築のための経費を 100 万円～最大 8,000 万円補助するものです。 

ＩＴ導入補助金 ・中小企業・小規模事業者等の方が自社の課題やニーズに合ったＩＴツールを導入する
経費の一部を補助するものです。 

・ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費のほか、ＰＣ、タブレットなどの
ハードウエア購入費が対象で、補助金額は最大 350 万円です。補助の対象となるの
は、ＩＴ導入支援事業者が提供するＩＴツールに限られます。 

 

● 国が行っている主な支援策(補助金)です。これ以外の支援策については当センターのＨＰで紹介しています。 

当センター「出前

相談」事業でサポ

ートしました 


